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 以下の通り、「携帯端末向けマルチメディア放送サービス等」に関して今後検討が必要と思われる

課題について提案を提出します。 

1. 制度分野 

放送・通信の融合が叫ばれる中で、世界に誇るべき地上デジタルテレビジョン放送方式の実現で、

1セグメント放送サービスが運用されたことにより、携帯電話でも通常放送のサイマル放送や各種デー

タ放送が享受できる環境が作り上げられ、サービスエリアの拡大に向けて、地下環境でのインフラ整

備も進められつつある。 

携帯電話も、1 セグメント放送受信の搭載率が拡大してきており、将来的にはハイエンド機のみなら

ずミドルレンジ機を含めて多くの端末に搭載されていくことが予想される状況となっている。 

このような環境下で、携帯端末向けマルチメディア放送等に関する審議が今後進められる過程に

おいて、考慮していただきたいことを以下に示します。 

 中長期的かつ国際的観点での制度化への期待 

対象となる携帯端末として期待される携帯電話は、国の「ICT 国際競争力強化」の施策の下、

国際ローミングの加速や日本が得意とする AV 機能を軸としたハイエンド機の海外展開など模索

を続けており、これを進める上でも通信と放送の連携が必須であると考えている。 

将来、この様な携帯電話が、国際ローミングで世界中を動き回ることを想定すると、特定の国

のみで享受できるマルチメディア放送ではなく、世界中どこに行っても享受できる環境の構築こそ

が目指すべき姿であると言え、中長期的かつ国際的視野で方式選定並びに制度整備を行うべき

ではないかと考えます。 

 方式の一元化とコスト面を考慮した方式の選定が望まれる 

利用者の立場を考えると、複数の方式が乱立し、視聴者に無用の混乱を与えることの無いよ

う方式の一元化を行うべきであり、コスト面でも既に技術的に確立され各種チップ化が進展して

いる地上デジタルテレビジョン放送方式の延長線上にある方式を選定することが望ましい。 



既に搭載が加速されている 1 セグ受信と併せて、今後制度化されるマルチメディア放送方式が

同一技術の展開であれば、同一チップ上で実現できる可能性が拡がり、コスト面での大きな効果

が期待できる。 

 FM 放送の将来像を見据えた制度制定を行うべき 

今回、マルチメディア放送として利用できる周波数帯は、VHF 帯アナログテレビジョン放送のデ

ジタル化に伴う移行後の空き周波数帯が想定されている。具体的には、現状の 1～3CH，

11CH，12CH である。 

特に、1～3CH については、日本では隣接周波数帯が FM 放送帯域である一方、下図に示す

ように国際的には FM 放送帯に含まれている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 諸外国におけるデジタル変換後の放送用周波数の再編動向 

この状況を鑑みると、1～3CHで利用すべきマルチメディア放送は、将来的にFM放送の巻取り

を想定して推進されることが望ましく、国際的にも積極的に働きかけを行われることが望ましい。 

 国民の安心・安全面での役割も期待 

この施策(FM 放送の巻き取り)を推進されることにより、コミュニティ FM 放送なども含めてマル

チメディア放送化が促進されれば、地域の行政サービスへの活用や、地域の活性化にも貢献する

ことが可能となる。 

併せて、国民の安心・安全という面を考えると、非常災害時の住民への情報伝達手段としては

市町村防災行政無線固定系というものが存在するが、住居の気密性の向上によるスピーカーに

よる拡声放送方式の限界，市町村合併による広域化への対応及び特殊な戸別受信機の整備な

どの課題を抱えていることから、この様な防災情報伝達の機能も包含させることが望ましい。 
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これを行うことにより、大部分の国民が所持する携帯電話で地域に密着した防災情報がリア

ルタイムに入手できることなど情報提供不足による国民の不安を少しでも解消することが可能と

なり、併せて通信の輻輳という問題も緩和につながると想定されます。 

 国際的な防災対策へも貢献 

この取組みは、諸外国においても地震・津波・風水害等の情報伝達手段として有益であり、新

たに防災情報伝達専用の設備を整備しなくても、防災対策を兼ねた取組みが、マルチメディア放

送事業者と連携を行うことができ、日本が率先して事例を示すことにより諸外国、特に発展途上

国を中心にして支持が得られるものと想定する。 

また、国内においては、地上デジタルテレビジョン放送方式の延長線上での方式選定を行うこ

とにより、2011 年以降すべての世帯が受信可能となる固定テレビジョン受像機への機能追加を

行うことにより移動時のみならず宅内でも防災情報を含めた地域情報の入手が可能となる。 

 周波数の有効利用を睨んだ方式選定と周波数配置 

11CH，12CH の利用に当たっては隣接周波数帯の利用との関係を十分に考慮した方式選定

を行うべきであると考える。 

既に答申されている内容では、公共業務用を中心とした自営通信のブロードバンド通信に利

用される方向であるが、両者の間に想定されているガードバンドを如何に少なく周波数利用効率

を向上できる方式の選定並びに制度化を考える必要がある。 

マルチメディア放送方式と自営通信が採用する方式が類似の方式であり、自営通信の通信方

式が、周波数分割同時送受信方式であると仮定すると、11CH/12CH に隣接する周波数帯は

自営通信側の下り帯域になることも想定される。 

この場合、自営通信の下り回線を、既存放送局の放送タワーなどを利用し、マルチメディア放

送と自営通信が同一場所、同一タワーから送信することが可能となれば隣接チャネルの干渉は

殆ど無視することが可能となり、両者間のガードバンドは殆ど無視することが可能となる。これに

より、ガードバンドを殆ど無視することが可能となれば、格段に周波数有効利用が促進される。 

放送タワーが存在しない地域は、両者間の協議により一方の設備整備に相乗りすることにより

実現が可能となる。制度的には、委託放送事業者、委託通信事業者の概念により解決が可能と

思われる。 

以上の事柄を総合的に判断すると、マルチメディア放送方式としては既に国家方針として推進され

ている地上デジタルテレビジョン放送方式の延長線である ISDB-Txx 方式とすることが望ましい。 

2. 技術分野 

現在、導入が想定されている方式としては、ISDB-Tmm 方式，ISDB-Tsb 方式及び Media-FLO が

ある。 

技術方式の検討にあたっては、次の事項を考慮されることが望ましい。 
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 既に普及が促進しつつある、1 セグ携帯からの技術展開が容易で、コスト上昇が抑制できる方

式であること。 

 平常時/非常時の放送、新たなビジネスモデルへの柔軟な対応のためのセグメントの組み合わ

せの自由度があること 

 大規模局、小規模局が共存するため、1～n セグメントの送出自由度があること 

3. ビジネスモデル分野 

 マルチメディア放送を実現することにより通常放送は当然であるが、新たに想定されるビジネスモデ

ルの領域は次のようなものが想定される。 

 蓄積放送サービス 

 インタラクティブ放送(上りは通信回線を利用) 

 VICS（道路交通情報サービス）の提供 

 エンジニアリングチャネル：携帯電話等のソフトウエアバージョンアップ等 

 地域の活性化：コミュニティ・マルチメディア放送 

 国民の安心・安全：市町村防災行政無線の代替・補完 

4. その他(補足) 

 大規模放送局と中小規模放送局の帯域区分について 

VHF-L 帯については、国際的には FM 帯であることから、将来的に FM 放送をマルチメディア放

送で巻取りを行うのかどうかの見極めも行いつつ決定すべきであると考えます。 

この意味では、11CH/12CH 帯域は、全国放送型マルチメディア放送帯域として、1～3CH 帯

域はコミュニティ・マルチメディア放送帯域と区分する考え方もありえる。（日本だけ） 

 

 

 

 

 FM 放送と市町村防災固定系の再編を視野に 

FM 帯の巻取りを視野に入れる場合には、コミュニティ FM 的な運用も考慮すると、近接する

60MHz 帯を使用している市町村防災固定系システムの機能も包含し、放送・通信の融合を促進

することが望ましい。 

市町村防災行政無線固定系は、現在まで一定の役割を果たしてきたことは評価に値する。但

し、前述のように都市・行政構造の変化，住宅構造等生活環境の変化など防災行政情報伝達を

取り巻く環境は大きく変化しています。 

携帯電話に代表される携帯端末を利用した情報伝達の利点は、場所の制約なしに個々人に

対して同一の情報提供を行うことができる点にあります。 

平常時はマルチメディア放送、非常時は防災情報を個々人が持つ携帯端末で受信できるよう

にすることが国民の安心・安全の確保に最も大きく貢献すると考える。 
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